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平
成
30
年
度
か
ら
介
護
保
険
制

度
が
い
く
つ
か
変
更
に
な
り
ま
し

た
。

　
今
月
は
65
歳
以
上
の
人
︵
第
１

号
被
保
険
者
︶
の
保
険
料
に
つ
い

て
説
明
し
ま
す
。

　
給
付
費
基
準
月
額
の
保
険
料
が
、

６
３
０
０
円
か
ら
７
０
０
円
増
の

７
０
０
０
円
と
な
り
ま
す
︵
実
際

の
保
険
料
は
所
得
に
よ
っ
て
９
段

階
に
区
分
さ
れ
ま
す
。
詳
細
は
次

頁
参
照
︶。

　
保
険
料
は
、
こ
れ
か
ら
３
年
間

に
見
込
ま
れ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
利

用
の
給
付
費
を
勘
案
し
て
算
出
さ

れ
ま
す
。
保
険
料
が
変
更
と
な
る

主
な
要
因
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
65
歳
以
上
の
負
担
割
合
の

　
引
き
上
げ

　
給
付
費
の
財
源
の
内
訳
が
高
齢

者
人
口
の
増
加
と
現
役
世
代
の
減

少
な
ど
も
あ
り
、
65
歳
以
上
の
人

の
負
担
す
る
割
合
が
22
％
か
ら
23

％
へ
引
き
上
げ
ら
れ
、
40
〜
64
歳

以
上
の
人
が
28
％
か
ら
27
％
へ
引

き
下
げ
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
保
険
料
が
３
９

０
円
の
増
額
と
な
り
ま
す
。

○
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
　

　
︵
給
付
︶
費
の
増
加

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ

と
に
よ
る
費
用
︵
給
付
費
︶
が
年

々
増
加
し
て
い
ま
す
。
特
に
28
年

度
の
後
半
か
ら
29
年
度
に
か
け
て
、

施
設
入
所
分
の
利
用
︵
給
付
︶
費

が
大
幅
に
伸
び
て
い
ま
す
。
ま
た

こ
れ
に
伴
い
、
高
額
サ
ー
ビ
ス
費

︵
一
定
の
自
己
負
担
を
超
え
る
額

を
お
返
し
す
る
も
の
︶
や
低
所
得

者
へ
の
利
用
負
担
の
軽
減
に
伴
う

費
用
も
増
え
て
い
ま
す
。

　
更
に
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
要
介
護
認
定
者
も

年
々
増
加
し
て
お
り
、
高
齢
化
に

伴
い
今
後
増
え
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
ま
す
。

　
社
会
的
な
要
因
も
あ
り
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
の
改
定
に
伴

い
費
用
が
か
さ
む
こ
と
や
、
消
費

税
の
10
％
へ
の
引
き
上
げ
に
よ
る

経
費
の
増
加
も
見
込
ま
れ
る
こ
と

で
、
今
後
も
給
付
費
の
増
加
が
予

想
さ
れ
ま
す
。

　
以
上
の
他
に
も
、
被
保
険
者
数

が
減
少
す
る
こ
と
で
、
一
人
あ
た

り
の
負
担
が
増
え
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

〈円グラフの見方の例〉

○介護サービス利用費を10億円とした場合

・５億円を国、県、村で負担

・２億３千万円を65歳以上（１号）の被保
　険者が負担

・２億７千万円を40〜64歳以上（２号）被
　保険者が負担

　※２号被保険者の負担分は加入している

　　医療保険が負担

　（総合事業の１号被保険者分含む）

65歳以上

23.0％

40歳〜64歳

27.0％

公費

50.0％

公費50.0％の内訳
国 25.0％（20.0％）
県 12.5％（17.5％）
村 12.5％

（　）内は施設等の内訳

介護保険制度が変わります！
Vol.1　平成30年度保険料について

介護サービス利用給付費　財源割合
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●
極
端
な
増
額
の
緩
和

　
増
え
る
こ
と
ば
か
り
を
説
明

し
ま
し
た
が
、
一
方
で
、
保
険

料
の
大
幅
な
増
加
を
軽
減
す
る

た
め
に
、
今
ま
で
積
み
立
て
て

き
た
お
金
︵
基
金
︶
を
約
１
５

０
０
万
円
取
り
崩
し
て
、
負
担

を
和
ら
げ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

保
険
料
の
区
分

　
基
準
と
な
る
月
額
保
険
料
は

７
０
０
０
円
で
す
が
、
本
人
の

所
得
の
状
況
︵
前
年
の
合
計
所

得
の
金
額
︶
や
世
帯
の
所
得
状

況
︵
課
税
世
帯
・
非
課
税
世
帯
︶

に
よ
っ
て
９
段
階
に
分
け
ら
れ

ま
す
。

　
村
で
は
第
１
段
階
︵
基
準
額

の
50
％
︶
か
ら
第
９
段
階
︵
基

準
額
の
１
７
０
％
︶
ま
で
設
け
、

負
担
能
力
に
応
じ
た
保
険
料
と

な
っ
て
い
ま
す
。
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（単位：百万円）

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

761 767 827
（見込）

862 917 975

推 計 値

※村では、国や県の補助を受けつつ、第一段階の保険料を50％から45％に引き下げ、低所得者への負担軽減を図っています。
※実際の保険料を納める金額は、年額保険料を年金天引きの方は６回、その他の方は８回に分けた額で負担いただきます。

・生活保護の受給者

・老齢福祉年金の受給者

・合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

・合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えて120万円以下の人

・合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人

・合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

・合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人（基準額）

・合計所得金額が120万円未満の人

・合計所得金額が120万円以上200万円未満の人

・合計所得金額が200万円以上300万円未満の人

・合計所得金額が300万円以上400万円未満の人

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

3,150

5,250

5,250

6,300

7,000

8,400

9,100

10,500

11,900

37.800

63,000

63,000

75,600

84,000

100,800

109,200

126,000

142,800

要件（前年の所得等） 所得段階 月額保険料
（円）

年間保険料
（円）

住民税課税状況

世帯員 本人

非課税

課税

非課税

課税

基金取崩額
197円

基金取崩額
212円

負担率1％増分
（390円） 在宅サービス

3,262円
（45.2％）

移住系サービス
185円（2.6％）

施設サービス
2,927円

（40.6％）

地域支援事業費
283円（3.9％）

その他給付費
555円（7.7％）

消費税等影響額
（100円）

7,000円
6,300円

Ｈ30年度Ｈ29年度まで

※

月
額
保
険
料
基
準
額

介護サービスの利用（給付）費の実績と推計

月額保険料基準額の内訳


